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(57)【要約】
【課題】コンテンツの所持数が上限数を超えても効率良
く抽選ゲームをプレイできるようにする。
【解決手段】本発明は、抽選対象となる複数のコンテン
ツが設定されたコンテンツ情報を記憶するコンテンツ情
報記憶部と、ユーザーの所持するコンテンツとユーザー
が所持できるコンテンツの上限数が設定されたユーザー
情報を記憶するユーザー情報記憶部と、抽選対象となる
複数のコンテンツの中から抽選によって選出されたいず
れかのコンテンツをユーザーに付与する前に、前記ユー
ザーにコンテンツが付与された後の所持数が上限数を超
えるか否かを判定し、コンテンツ付与後の所持数が上限
数を超えると判定された場合には、上限数を引き上げる
と共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記ユー
ザーに付与し所持させる抽選ゲーム実行部と、を備えた
ことを特徴とする情報処理装置である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抽選対象となる複数のコンテンツが設定されたコンテンツ情報を記憶するコンテンツ情
報記憶部と、
　ユーザーの所持するコンテンツとユーザーが所持できるコンテンツの上限数が設定され
たユーザー情報を記憶するユーザー情報記憶部と、
　抽選対象となる複数のコンテンツの中から抽選によって選出されたいずれかのコンテン
ツをユーザーに付与する前に、前記ユーザーにコンテンツが付与された後の所持数が上限
数を超えるか否かを判定し、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合には、上限数を引き上げ
ると共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持させる抽選ゲ
ーム実行部と、
　を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された情報処理装置であって、
　前記抽選ゲーム実行部は、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合に限り、上限数の引き上
げとコンテンツの付与を一度に要求するための一括操作をユーザーから受け付け、
　ユーザーの前記一括操作を受け付けたことにより、上限数を引き上げると共に、抽選に
よって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持させる、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載された情報処理装置であって、
　前記ユーザー情報記憶部が記憶するユーザー情報には、ユーザーの所持ポイントが設定
されており、
　前記抽選ゲーム実行部は、
　コンテンツの付与のみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付けたことによ
り、ユーザーの所持ポイントを第１ポイント量だけ消費させて、抽選によって選出された
コンテンツを付与し、
　上限数の引き上げのみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付けたことによ
り、ユーザー所持ポイントを第２ポイント量だけ消費させて、上限数を引き上げ、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合に、上限数の引き上げと
コンテンツの付与を一度に要求するための一括操作をユーザーから受け付けたことにより
、前記第１ポイント量と前記第２ポイント量を合計したポイント量よりも少ないポイント
量を消費させて、上限数を引き上げると共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記
ユーザーに付与し所持させる、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載された情報処理装置であって、
　前記抽選ゲーム実行部は、
　上限数の引き上げのみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付ける度に、上
限数を所定数ずつ引き上げるものであり、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合に、上限数の引き上げと
コンテンツの付与を一度に要求するための一括操作をユーザーから受け付けたことにより
、引き上げ後の上限数がコンテンツ付与後の所持数を超えるまで所定数ずつの引き上げを
繰り返し行なうと共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持
させる、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　請求項４に記載された情報処理装置であって、
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　前記ユーザー情報記憶部が記憶するユーザー情報には、ユーザーの所持ポイントが設定
されており、
　前記抽選ゲーム実行部は、
　コンテンツの付与のみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付ける度に、ユ
ーザーの所持ポイントを第１ポイント量ずつ消費させ、かつ、抽選によって選出されたコ
ンテンツを付与するものであり、
　上限数の引き上げのみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付ける度に、ユ
ーザーの所持ポイントを第２ポイント量ずつ消費させ、かつ、上限数を所定数ずつ引き上
げるものであり、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合に、上限数の引き上げと
コンテンツの付与を一度に要求するための一括操作をユーザーから受け付けたことにより
、引き上げ後の上限数がコンテンツ付与後の所持数を超えるまで所定数ずつの引き上げを
繰り返し行なうと共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持
させ、かつ、前記第１ポイント量と上限数の引き上げを繰り返した回数分の前記第２ポイ
ント量とを合計したポイント量よりも少ないポイント量を消費させる、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項６】
　コンピューターを、
　抽選対象となる複数のコンテンツが設定されたコンテンツ情報を記憶するコンテンツ情
報記憶手段、
　ユーザーの所持するコンテンツとユーザーが所持できるコンテンツの上限数が設定され
たユーザー情報を記憶するユーザー情報記憶手段、
　抽選対象となる複数のコンテンツの中から抽選によって選出されたいずれかのコンテン
ツをユーザーに付与する前に、前記ユーザーにコンテンツが付与された後の所持数が上限
数を超えるか否かを判定し、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合には、上限数を引き上げ
ると共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持させる抽選ゲ
ーム実行手段、
　として機能させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　抽選ゲームによってゲームカード（コンテンツ）がユーザーに付与され、ユーザーの所
持するゲームカードの所持数がそのユーザーの所持できるゲームカードの上限数を超える
ことになる場合には、その付与されたゲームカードを所持しないように制限する情報処理
装置が知られている（たとえば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２０２３２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような場合に、新たなコンテンツが付与されたとしてもユーザーは上限数を超えて
コンテンツを所持できないので、ゲームプレイ自体が制限される場合もある。そして、制
限されずにゲームプレイを行なうためには、ユーザーは、抽選ゲームのプレイ前に、既に
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所持しているコンテンツを売却して上限数を超えないように所持数を減らしたり、上限数
を引き上げたりするゲーム操作を行なう必要がある。そのため、すぐに抽選ゲームのプレ
イを開始したくても、抽選ゲームのプレイ前にやるべきゲーム操作が増えてしまうことに
なるので、なかなかゲームプレイを開始できない。その結果、抽選ゲームに対するプレイ
意欲を低下させることになってしまう。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、コ
ンテンツの所持数が上限数を超えても効率良く抽選ゲームをプレイできるようにすること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための本発明の主たる発明は、
　抽選対象となる複数のコンテンツが設定されたコンテンツ情報を記憶するコンテンツ情
報記憶部と、
　ユーザーの所持するコンテンツとユーザーが所持できるコンテンツの上限数が設定され
たユーザー情報を記憶するユーザー情報記憶部と、
　抽選対象となる複数のコンテンツの中から抽選によって選出されたいずれかのコンテン
ツをユーザーに付与する前に、前記ユーザーにコンテンツが付与された後の所持数が上限
数を超えるか否かを判定し、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合には、上限数を引き上げ
ると共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持させる抽選ゲ
ーム実行部と、
　を備えたことを特徴とする情報処理装置である。
　このような情報処理装置によれば、上限数を引き上げと抽選によるコンテンツの付与と
が同時に行われることになるので、コンテンツの所持数が上限数を超えても効率良く抽選
ゲームをプレイできるようになる。
【０００７】
　また、前記抽選ゲーム実行部は、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合に限り、上限数の引き上
げとコンテンツの付与を一度に要求するための一括操作をユーザーから受け付け、
　ユーザーの前記一括操作を受け付けたことにより、上限数を引き上げると共に、抽選に
よって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持させることが望ましい。
　これにより、必要に応じて一括操作が行なえるようになるので、より効率良く抽選ゲー
ムをプレイできるようになる。
【０００８】
　また、前記ユーザー情報記憶部が記憶するユーザー情報には、ユーザーの所持ポイント
が設定されており、
　前記抽選ゲーム実行部は、
　コンテンツの付与のみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付けたことによ
り、ユーザーの所持ポイントを第１ポイント量だけ消費させて、抽選によって選出された
コンテンツを付与し、
　上限数の引き上げのみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付けたことによ
り、ユーザー所持ポイントを第２ポイント量だけ消費させて、上限数を引き上げ、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合に、上限数の引き上げと
コンテンツの付与を一度に要求するための一括操作をユーザーから受け付けたことにより
、前記第１ポイント量と前記第２ポイント量を合計したポイント量よりも少ないポイント
量を消費させて、上限数を引き上げると共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記
ユーザーに付与し所持させることが望ましい。
　これにより、コンテンツの所持数が上限数を超えたときには、各操作をそれぞれ行なう
よりも少ないポイント量を消費させれば良いので、積極的に一括操作を行なうようになる
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。
【０００９】
　また、前記抽選ゲーム実行部は、
　上限数の引き上げのみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付ける度に、上
限数を所定数ずつ引き上げるものであり、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合に、上限数の引き上げと
コンテンツの付与を一度に要求するための一括操作をユーザーから受け付けたことにより
、引き上げ後の上限数がコンテンツ付与後の所持数を超えるまで所定数ずつの引き上げを
繰り返し行なうと共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持
させることが望ましい。
　これにより、一括操作を行なうことで、引き上げ後の上限数がコンテンツ付与後の所持
数を超えるまで所定数ずつの引き上げが繰り返し行なわれるので、ユーザーが行うべきゲ
ーム操作の手間を軽減できる。
【００１０】
　また、前記ユーザー情報記憶部が記憶するユーザー情報には、ユーザーの所持ポイント
が設定されており、
　前記抽選ゲーム実行部は、
　コンテンツの付与のみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付ける度に、ユ
ーザーの所持ポイントを第１ポイント量ずつ消費させ、かつ、抽選によって選出されたコ
ンテンツを付与するものであり、
　上限数の引き上げのみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付ける度に、ユ
ーザーの所持ポイントを第２ポイント量ずつ消費させ、かつ、上限数を所定数ずつ引き上
げるものであり、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合に、上限数の引き上げと
コンテンツの付与を一度に要求するための一括操作をユーザーから受け付けたことにより
、引き上げ後の上限数がコンテンツ付与後の所持数を超えるまで所定数ずつの引き上げを
繰り返し行なうと共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持
させ、かつ、前記第１ポイント量と上限数の引き上げを繰り返した回数分の前記第２ポイ
ント量とを合計したポイント量よりも少ないポイント量を消費させることが望ましい。
　これにより、コンテンツの所持数が上限数を超えたときには、各操作をそれぞれ行なう
よりも少ないポイント量を消費させれば良いので、積極的に一括操作を行なうようになる
。
【００１１】
　また、コンピューターを、
　抽選対象となる複数のコンテンツが設定されたコンテンツ情報を記憶するコンテンツ情
報記憶手段、
　ユーザーの所持するコンテンツとユーザーが所持できるコンテンツの上限数が設定され
たユーザー情報を記憶するユーザー情報記憶手段、
　抽選対象となる複数のコンテンツの中から抽選によって選出されたいずれかのコンテン
ツをユーザーに付与する前に、前記ユーザーにコンテンツが付与された後の所持数が上限
数を超えるか否かを判定し、
　コンテンツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合には、上限数を引き上げ
ると共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持させる抽選ゲ
ーム実行手段、
　として機能させるためのプログラムである。
　このようなプログラムによれば、コンテンツの所持数が上限数を超えても効率良く抽選
ゲームをプレイできるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係る情報処理システムの一例を示す構成図である。
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【図２】本実施形態に係るコンピューターの一例を示すハードウェア構成図である。
【図３】本実施形態に係るサーバー装置の一例を示す機能ブロック図である。
【図４】本実施形態に係るクライアント端末の一例を示す機能ブロック図である。
【図５】本実施形態における情報処理システム１の単発抽選に関する動作例を説明するフ
ローチャートである。
【図６】ユーザー情報の一例を示す構成図である。
【図７】第１単発抽選画面の一例を示すイメージ図である。
【図８】キャラクター情報の一例を示す構成図である。
【図９】抽選情報の一例を示す構成図である。
【図１０】第２単発抽選画面の一例を示すイメージ図である。
【図１１】本実施形態における情報処理システム１の連続抽選に関する動作例を説明する
フローチャートである。
【図１２】第２連続抽選画面の一例を示すイメージ図である。
【図１３】第２連続抽選画面の他の例を示すイメージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下では、本発明の実施形態に係る情報処理装置、プログラム及び情報処理システムに
ついて詳細に説明する。なお、本発明はコンテンツを用いて行なう抽選ゲームを採用する
情報処理装置、プログラム及び情報処理システム等に広く適用できる。
【００１４】
［実施形態］
＜システム構成＞
　図１は、本実施形態に係る情報処理システム１の一例を示す構成図である。図１に示す
ように、本実施形態に係る情報処理システム１は、１台以上のクライアント端末１０とサ
ーバー装置２０とがネットワークＮを介して接続されている。
【００１５】
　クライアント端末１０は、ユーザーが操作するＰＣ、スマートフォン、タブレットなど
の端末装置や、家庭用や業務用のゲーム専用機器などの端末装置である。サーバー装置２
０は、クライアント端末１０でユーザーにより行われるゲームの管理や制御、ゲーム内で
の課金処理等を行う。ネットワークＮは、インターネット等であって、移動無線基地局な
どを含む。
【００１６】
　なお、本発明は図１に示すクライアント・サーバー型の情報処理システム１の他、ゲー
ム内での課金処理を行う仕組みを別途設けることで単体のゲーム装置においても適用可能
である。図１の情報処理システム１は一例であって用途や目的に応じて様々なシステム構
成例があることは言うまでもない。例えば、図１のサーバー装置２０は複数のコンピュー
ターに分散して構成してもよい。
【００１７】
＜ハードウェア構成＞
　《クライアント端末及びサーバー装置》
　図２は、本実施形態に係るコンピューター５０の一例を示すハードウェア構成図である
。本実施形態に係るクライアント端末１０及びサーバー装置２０は、例えば図２に示すハ
ードウェア構成のコンピューター５０により実現される。なお、コンピューター５０は情
報処理装置の一例である。
【００１８】
　コンピューター５０は、図２に示すように、ＣＰＵ５１、ＲＡＭ５２、ＲＯＭ５３、通
信インタフェース５４、入力装置５５、表示装置５６、外部インタフェース５７、及びＨ
ＤＤ５８などを備えており、それぞれがバスラインＢで相互に接続されている。なお、入
力装置５５及び表示装置５６は必要なときに接続して利用する形態であってもよい。
【００１９】
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　ＣＰＵ５１は、ＲＯＭ５３やＨＤＤ５８などの記憶装置からプログラムやデータをＲＡ
Ｍ５２上に読み出し、読み出したプログラムやデータに基づく各種処理を実行することに
よって、コンピューター全体の制御や機能を実現する演算装置である。
【００２０】
　ＲＡＭ５２は、プログラムやデータを一時保持するための揮発性の半導体メモリ（記憶
装置）の一例であり、ＣＰＵ５１が各種処理を実行する際のワークエリアとしても利用さ
れる。
【００２１】
　ＲＯＭ５３は、電源を切ってもプログラムやデータを保持することができる不揮発性の
半導体メモリ（記憶装置）の一例である。ＲＯＭ５３には、コンピューター５０の起動時
に実行されるＢＩＯＳ、ＯＳ設定、及びネットワーク設定などのプログラムやデータが格
納されている。
【００２２】
　通信インタフェース５４は、コンピューター５０をネットワークＮに接続するためのイ
ンタフェースである。これにより、コンピューター５０は通信インタフェース５４を介し
てデータ通信を行うことができる。
【００２３】
　入力装置５５は、ユーザー又は管理者が各種信号を入力するのに用いる装置である。本
実施形態における入力装置５５は、例えば、タッチパネル、操作キーやボタン、キーボー
ドやマウスなどの操作装置である。
【００２４】
　表示装置５６は、ユーザー又は管理者に対して各種情報を画面表示するための装置であ
る。本実施形態における表示装置５６は、例えば、液晶や有機ＥＬなどのディスプレイで
ある。
【００２５】
　外部インタフェース５７は、外部装置とデータ通信可能に接続するためのインタフェー
スである。これにより、コンピューター５０は外部インタフェース５７を介して記録媒体
の読み取り及び／又は書き込みを行うことができる。外部装置は、例えば、フレキシブル
ディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、ＳＤメモリカード、ＵＳＢメモリなどの記録媒体である。
【００２６】
　ＨＤＤ５８は、プログラムやデータを格納している不揮発性の記憶装置の一例である。
格納されるプログラムやデータには、コンピューター全体を制御する基本ソフトウェアで
あるＯＳ、及びＯＳ上において各種機能を提供するアプリケーションなどがある。
【００２７】
　なお、ＨＤＤ５８に替えて、記憶媒体としてフラッシュメモリを用いるドライブ装置（
例えばソリッドステートドライブ：ＳＳＤ）を利用してもよい。
【００２８】
　本実施形態に係るクライアント端末１０及びサーバー装置２０は、上述したハードウェ
ア構成のコンピューター５０においてプログラムを実行することにより、後述するような
各種処理を実現できる。
【００２９】
＜ソフトウェア構成＞
　《サーバー装置》
　図３は、本実施形態に係るサーバー装置２０の一例を示す機能ブロック図である。本実
施形態に係るサーバー装置２０は、例えば図３に示す機能ブロックにより実現される。
【００３０】
　本実施形態に係るサーバー装置２０は、プログラムを実行することにより、サーバー制
御部２００、サーバー記憶部２２０、及びサーバー通信部２４０を実現する。
【００３１】
　サーバー制御部２００は、各種ゲームに関する処理を実行する機能を有する。このサー
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バー制御部２００は、抽選ゲーム実行部２０１、合成部２０２、売却部２０３、及び表示
制御部２０４を含む。
【００３２】
　抽選ゲーム実行部２０１は、クライアント端末１０がユーザーから受け付けたゲーム操
作に基づいて、コンテンツのそれぞれに対応付けて設定された抽選確率に基づいて、抽選
対象となる複数のコンテンツの中からいずれかのコンテンツを選出し、その選出されたコ
ンテンツをユーザーに対して付与する抽選ゲームを実行する。
【００３３】
　本実施形態における抽選ゲーム実行部２０１は、コンテンツの付与のみを要求するため
のゲーム操作をユーザーから受け付けたことにより、ユーザーの所持ポイントを第１ポイ
ント量だけ消費させて、抽選によって選出されたコンテンツを付与する。また、上限数の
引き上げのみを要求するためのゲーム操作をユーザーから受け付けたことにより、ユーザ
ー所持ポイントを第２ポイント量だけ消費させて、上限数を引き上げる。また、コンテン
ツ付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合に、上限数の引き上げとコンテンツ
の付与を一度に要求するための一括操作をユーザーから受け付けたことにより、第１ポイ
ント量と第２ポイント量を合計したポイント量をまとめて消費させて、上限数を引き上げ
ると共に、抽選によって選出されたコンテンツを前記ユーザーに付与し所持させる。
【００３４】
　合成部２０２は、クライアント端末１０がユーザーから受け付けたゲーム操作に基づい
て、ユーザーが自己の所持するコンテンツの中から指定したベースとなるコンテンツ（ベ
ースコンテンツ）に素材となるコンテンツ（素材コンテンツ）を合成することで、素材コ
ンテンツの消費によってコンテンツの所持数を減少させる共に、ベースコンテンツをレベ
ルアップさせるコンテンツ合成を実行する。
【００３５】
　売却部２０３は、クライアント端末１０がユーザーから受け付けたゲーム操作に基づい
て、ユーザーが自己の所持するコンテンツの中から指定したコンテンツを売却することで
、売却対象となるコンテンツの消費によってコンテンツの所持数を減少させる共に、その
売却対象となるコンテンツの価値に応じた仮想通貨をユーザーに対して付与するコンテン
ツ売却を実行する。
【００３６】
　表示制御部２０４は、例えば、抽選ゲーム実行部２０１が実行する抽選ゲーム、合成部
２０２が実行するコンテンツ合成、及び売却部２０３が実行するコンテンツ売却の進行等
に従い各種ゲーム画面のデータを生成して、クライアント端末１０の画面表示を制御する
。
【００３７】
　サーバー記憶部２２０は、各種ゲームに関する情報を記憶する機能を有する。このサー
バー記憶部２２０は、キャラクター情報記憶部２２１、ユーザー情報記憶部２２２、及び
抽選情報記憶部２２３を含む。
【００３８】
　キャラクター情報記憶部２２１は、コンテンツ情報記憶部の一例であって、コンテンツ
の一例としてのキャラクターに関するキャラクター情報（コンテンツ情報）を記憶してい
る。キャラクター情報記憶部２２１が記憶するキャラクター情報には、抽選ゲーム、キャ
ラクター合成、キャラクター売却で利用される各種キャラクター等が設定されている。
【００３９】
　ユーザー情報記憶部２２２は、ユーザーに関するユーザー情報を記憶している。ユーザ
ー情報記憶部２２２が記憶するユーザー情報には、ユーザーのランク、ユーザーが所持す
る各種キャラクター、ユーザーの所持できるキャラクターの上限数等が設定されている。
【００４０】
　抽選情報記憶部２２３は、抽選ゲームにおいて抽選対象となるキャラクターの抽選情報
を記憶している。抽選情報記憶部２２３が記憶するメイン抽選情報には、キャラクター情
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報に設定された複数種類のキャラクターのうち、抽選ゲームにおいて抽選対象となる各種
キャラクターの抽選確率等が設定されている。
【００４１】
　サーバー通信部２４０は、ネットワークＮを介してクライアント端末１０との通信を行
う機能を有する。
【００４２】
　《クライアント端末》
　図４は、本実施形態に係るクライアント端末１０の一例を示す機能ブロック図である。
本実施形態に係るクライアント端末１０は、例えば図４に示す機能ブロックにより実現さ
れる。
【００４３】
　本実施形態に係るクライアント端末１０は、プログラムを実行することにより、クライ
アント制御部１００、クライアント記憶部１２０、クライアント通信部１４０、操作受付
部１５０、画面表示部１６０を実現する。クライアント制御部１００は、要求送信部１０
１、応答受信部１０２を含む。
【００４４】
　操作受付部１５０は、クライアント端末１０を操作するユーザーからの操作を受け付け
る。また、クライアント制御部１００は、クライアント端末１０におけるゲームに関する
処理を行う。要求送信部１０１は、操作受付部１５０がユーザーから受け付けた操作の内
容に基づき、サーバー装置２０に対して要求を送信する。応答受信部１０２は、要求送信
部１０１がサーバー装置２０に対して送信した要求に対する処理結果などの応答を受信す
る。
【００４５】
　また、クライアント記憶部１２０は、クライアント端末１０において必要となる情報を
記憶する。クライアント通信部１４０は、サーバー装置２０との通信を行う。画面表示部
１６０は、サーバー装置２０からの制御に従い、クライアント端末１０の画面表示を行う
。
【００４６】
　なお、上述したように、本実施形態に係る情報処理システム１では、サーバー装置２０
が各種ゲームの進行や表示制御を行うが、クライアント端末１０が行ってもよい。具体的
には、抽選ゲーム実行部及び表示制御部の少なくとも一方を、サーバー装置２０のサーバ
ー制御部２００に設けない構成にする一方で、クライアント端末１０のクライアント制御
部１００に設ける構成にしてもよい。
【００４７】
　また、クライアント端末１０のクライアント制御部１００は、ＨＴＭＬ（Hyper Text M
arkup Language）等で記載されたページデータやページデータ内に含まれるスクリプトな
どをサーバー装置２０から受信して、ゲームに関する処理を行うブラウザ型がある。また
、クライアント端末１０のクライアント制御部１００は、インストールされたアプリケー
ションに基づいて、ゲームに関する処理を行うアプリケーション型がある。
【００４８】
＜ゲームの概要＞
　ここでは、本実施形態におけるゲームの概要について説明する。本実施形態におけるゲ
ームには、抽選ゲーム、キャラクター合成、及びキャラクター売却が含まれている。
【００４９】
　本実施形態における抽選ゲームは、ユーザーからキャラクターの抽選実行の操作を受け
付けると、抽選対象である複数のキャラクターの中から各キャラクターの抽選確率に基づ
きいずれかのキャラクターを選択し、その選択されたキャラクターをユーザーに対して付
与するゲームである。
【００５０】
　この抽選ゲームでは、単発抽選と連続抽選をプレイすることができる。単発抽選では、
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キャラクターの付与のみを要求するためのゲーム操作がユーザーによって行われる度に、
ユーザーの所持ポイントを第１ポイント量ずつ（例えば、５ポイントずつ）消費させ、抽
選によって選出された１個のキャラクターを付与する。連続抽選では、複数回分の単発抽
選が連続して行なわれるものであり（例えば、１０回連続）、キャラクターの付与のみを
要求するためのゲーム操作がユーザーによって行われる度に、ユーザーの所持ポイントを
第１ポイント量ずつ（例えば、５ポイント×１０回分＝５０ポイントずつ）消費させ、抽
選によって選出された１０個のキャラクターを付与する。ユーザーは、その付与されたキ
ャラクターを自己のキャラクターとして所持することができるが、その所持数には上限が
設けられている。
【００５１】
　この抽選ゲームでは、上限数の引き上げのみを要求するためのゲーム操作がユーザーに
よって行われる度に、ユーザーの所持ポイントを第２ポイント量ずつ（例えば、１ポイン
トずつ）消費させ、上限数を所定数ずつ（例えば、５つずつ）引き上げる。このように、
ユーザーは、上限数を引き上げることで、キャラクターの所持数を更に増やすことができ
る。
【００５２】
　本実施形態におけるキャラクター合成は、ユーザーが所持するキャラクターの中から選
択した素材キャラクターを合成に利用することによって（つまり、素材キャラクターをユ
ーザーの所持しないキャラクターにすることによって）、ユーザーが指定したベースキャ
ラクターをレベルアップさせることができる。このように、ユーザーは、キャラクター合
成を行なうことによって、キャラクターの所持数を減らすことができる。
【００５３】
　本実施形態におけるキャラクター売却は、ユーザーが所持するキャラクターの中から選
択したキャラクターを売却することによって（つまり、キャラクターをユーザーの所持し
ないキャラクターにすることによって）、その売却されたキャラクターの価値に応じた仮
想通貨をユーザーに対して付与する。このように、ユーザーは、キャラクター売却を行な
うことによって、キャラクターの所持数を減らすことができる。
【００５４】
　上述したように、ユーザーは、キャラクターの付与によってキャラクターの所持数を増
やすことができるものの、所持できるキャラクターの上限数を超えてキャラクターを所持
できない。そのため、ユーザーは、抽選ゲームのプレイ前に、既に所持しているキャラク
ターを素材キャラクターとして合成に用いることで上限数を超えないように所持数を減ら
したり、既に所持しているキャラクターを売却することで上限数を超えないように所持数
を減らしたり、又は、上限数を引き上げたりするゲーム操作を行なう必要がある。そのた
め、すぐに抽選ゲームのプレイを開始したくても、抽選ゲームのプレイ前にやるべきゲー
ム操作が増えてしまうことになるので、なかなかゲームプレイを開始できない。
【００５５】
　そこで、本実施形態における抽選ゲームでは、キャラクターの付与前に、キャラクター
付与後の所持数が上限数を超えるか否かが判定され、キャラクター付与後の所持数が上限
数を超えると判定された場合には、上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に要求
するための一括操作を行なうことができるようになっている。そして、一括操作がユーザ
ーによって行われると、第１ポイント量と第２ポイント量を合計したポイント量がユーザ
ーの所持ポイントからまとめて消費され、上限数を引き上げと抽選によるキャラクターの
付与とが同時に行われる。そのため、抽選ゲームのプレイ前にやるべきゲーム操作を省く
ことができるので、すぐに抽選ゲームのプレイを開始できる。その結果、キャラクターの
所持数が上限数を超えても効率良く抽選ゲームをプレイできるようになる。
【００５６】
＜動作＞
　《単発抽選》
　図５は、本実施形態における情報処理システム１の単発抽選に関する動作例を説明する
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フローチャートである。
【００５７】
　ユーザーは、クライアント端末１０の画面表示部１６０にメニュー画面が表示されてい
るときに、単発抽選を開始するためのゲーム操作をクライアント端末１０に対して行なう
。
【００５８】
　このようにしてメニュー画面にてユーザーのゲーム操作が行われると、クライアント端
末１０の操作受付部１５０は、ユーザーのゲーム操作に基づく操作内容を受け付ける（ス
テップＳ１１）。
【００５９】
　クライアント端末１０の要求送信部１０１は、操作受付部１５０がユーザーから受け付
けた操作内容に基づき、サーバー装置２０に単発抽選ゲーム処理の実行を要求する。
【００６０】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、クライアント端末１０から単発
抽選ゲーム処理の実行を要求されると、ユーザーにキャラクターが付与された後の所持数
が上限数を超えるか否かを判定する処理を行なう（ステップＳ１２）。
【００６１】
　具体的には、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、ユーザー情報記憶部２２
２が記憶するユーザー情報から、そのユーザーに対応付けられたキャラクターの所持数と
上限数を取得する。そして、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、取得したキ
ャラクターの所持数に対しキャラクターの付与数である「１」を足した付与後の所持数が
、取得したキャラクターの上限数を超えるか否かを判定する。
【００６２】
　例えば、取得したキャラクターの所持数が「１００」であり、取得したキャラクターの
上限数が「１００」である場合には、単発抽選で付与されるキャラクターの個数は「１」
であるため、付与後の所持数は「１０１」となる。このため、付与後の所持数が上限数を
超えると判定されることになる。
【００６３】
　図６は、ユーザー情報の一例を示す構成図である。このユーザー情報は、項目としてユ
ーザーＩＤ、名前、ランク、仮想通貨、所持ポイント、所持キャラクター、所持数、上限
数等を有する。
【００６４】
　ユーザーＩＤは、ユーザーを一意に識別するための情報である。名前は、ユーザー名を
示す情報である。ランクは、ユーザーのゲームレベルを示す情報である。仮想通貨は、ユ
ーザーが所持する仮想通貨の金額を示す情報である。所持ポイントは、ユーザーの所持す
るポイント量を示す情報である。所持キャラクターは、ユーザーが所持する１又は複数の
各種キャラクターを示す情報である。所持数は、現時点で所持しているキャラクターの総
数を示す情報である。上限数は、現時点で所持できるキャラクターの最大数を示す情報で
ある。
【００６５】
　図５に戻り、上述したステップＳ１２の処理による判定の結果、付与後の所持数が上限
数を超えると判定された場合には、後述するステップＳ１７の処理に進む。その一方で、
付与後の所持数が上限数を超えないと判定された場合には、次のステップＳ１３の処理に
進む。
【００６６】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、付与後の所持数が上限数を超え
ないと判定された場合には、単発抽選のみを行なうために必要となる第１ポイント量をユ
ーザーが所持しているか否かを判定する（ステップＳ１３）。
【００６７】
　具体的には、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、ユーザー情報記憶部２２
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２が記憶するユーザー情報から、そのユーザーに対応付けられた所持ポイントを取得する
。そして、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、その取得したユーザーの所持
ポイントが第１ポイント量（例えば、５ポイント）以上であるか否かを判定する。
【００６８】
　この判定の結果、第１ポイント量をユーザーが所持していないと判定された場合には、
この処理を終了する。その一方で、第１ポイント量をユーザーが所持していると判定され
た場合には、次のステップＳ１４の処理に進む。
【００６９】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、第１ポイント量をユーザーが所
持していると判定された場合には、第１単発抽選画面をクライアント端末１０に表示させ
るように表示制御部２０４に画面表示制御の実行を要求する。
【００７０】
　サーバー装置２０の表示制御部２０４は、抽選ゲーム実行部２０１から画面表示制御の
実行を要求されると、ユーザー情報記憶部２２２が記憶するユーザー情報に基づいて、第
１単発抽選画面をクライアント端末１０の画面表示部１６０に表示させる制御を行なう（
ステップＳ１４）。
【００７１】
　図７は、第１単発抽選画面の一例を示すイメージ図である。この第１単発抽選画面５０
０には、詳細表示領域５０１と、メニュー画面に戻るための操作ボタン５０２と、単発抽
選を開始するための操作ボタン５０３が表示されている。詳細表示領域５０１には、抽選
回数（１回）、単発抽選のために消費される第１ポイント量（５ポイント）、所持ポイン
ト（２６ポイント）、付与後の所持数（９９個）、上限数（１００個）が表示される。
【００７２】
　単発抽選の開始を希望しないユーザーは、クライアント端末１０の画面表示部１６０に
第１単発抽選画面５００が表示されているときに、操作ボタン５０２を選択するゲーム操
作をクライアント端末１０に対して行う。
【００７３】
　単発抽選の開始を希望するユーザーは、クライアント端末１０の画面表示部１６０に第
１単発抽選画面５００が表示されているときに、操作ボタン５０３を選択するゲーム操作
をクライアント端末１０に対して行う。
【００７４】
　クライアント端末１０の操作受付部１５０は、ユーザーから単発抽選を開始するための
ゲーム操作又は単発抽選を開始しないためのゲーム操作を受け付ける。クライアント端末
１０の要求送信部１０１は、操作受付部１５０がユーザーから受け付けた操作内容に基づ
き、サーバー装置２０に要求を行う。
【００７５】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、クライアント端末１０から操作
内容を受け付け、単発抽選を開始するためのゲーム操作を受け付けたか否かを判定する（
ステップＳ１５）。
【００７６】
　単発抽選を開始するためのゲーム操作が受け付けられた場合には、次のステップＳ１６
の処理に進み、単発抽選を開始しないためのゲーム操作が受け付けられた場合には、この
処理を終了してメニュー画面に戻る。
【００７７】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、単発抽選を開始するためのゲー
ム操作が受け付けられた場合には、単発抽選のための第１ポイント量を消費する（ステッ
プＳ１６）。
【００７８】
　すなわち、抽選ゲーム実行部２０１は、クライアント端末１０から単発抽選のみを開始
するためのゲーム操作を受け付けた際に、ユーザー情報記憶部２２２が記憶するユーザー
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情報を更新して、ユーザーが所持する所持ポイントを第１ポイント量分（５ポイント分）
だけ消費させる。
【００７９】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、ユーザーの所持ポイントを第１
ポイント量分だけ消費させると、抽選情報記憶部２２３が記憶する抽選情報に設定された
各キャラクターの抽選確率に基づいて、抽選対象となる複数のキャラクターの中からいず
れかのキャラクターを選出し、その抽選によって選出されたキャラクターをユーザーに付
与する（ステップＳ２２）。
【００８０】
　この際、ユーザー情報記憶部２２２が記憶するユーザー情報に設定された所持キャラク
ターの更新を行なって、その抽選で選出されたキャラクターをユーザーの所持キャラクタ
ーとして設定する。
【００８１】
　これら抽選対象となるキャラクターは、キャラクター情報記憶部２２１が記憶するキャ
ラクター情報に設定された各種キャラクターによって構成されている。
【００８２】
　図８は、キャラクター情報の一例を示す構成図である。このキャラクター情報は、項目
としてキャラクターＩＤ、名称、抽選確率、レア度、能力パラメーター等を有する。
【００８３】
　キャラクターＩＤは、各種キャラクターを一意に識別するための情報である。名称は、
キャラクター名を示す情報である。抽選確率は、そのキャラクターが抽選ゲームで抽選さ
れる確率を示す情報である。ここでは、レア度の高いキャラクターであるほど低い抽選確
率が設定されている。レア度は、キャラクターのレアリティ（希少価値）を示す情報であ
る。ここでは、複数階級のレア度のうちのいずれかの階級が初期設定されている。本実施
形態では、レア度「１」～「５」までの５段階の設定が可能である。能力パラメーターは
、キャラクターの能力を示す情報である。ここでは、攻撃、防御、ＨＰ等の能力値が初期
設定されている。
【００８４】
　図９は、抽選情報の一例を示す構成図である。この抽選情報は、項目として通し番号、
キャラクターＩＤ、抽選確率、レア度等を有する。
【００８５】
　通し番号は、１番から順番に付けたキャラクター番号に示す情報である。ここでは、抽
選対象として１０００個のキャラクターが設定されている。キャラクターＩＤは、抽選対
象となるキャラクターを示す情報である。抽選確率は、抽選対象となるキャラクターが抽
選される確率を示す情報である。ここでは、抽選対処となる全キャラクターの抽選確率を
合計すると１００％になっている。レア度は、抽選対象となるキャラクターのレアリティ
（希少価値）を示す情報である。
【００８６】
　図５に戻り、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、上述したステップＳ１２
の処理による判定の結果、付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合には、単発
抽選のみを行なうために必要となる第１ポイント量と上限数の引き上げのみを行なうため
に必要となる第２ポイント量を合計したポイント量を、ユーザーが所持しているか否かを
判定する（ステップＳ１７）。
【００８７】
　具体的には、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、ユーザー情報記憶部２２
２が記憶するユーザー情報から、そのユーザーに対応付けられた所持ポイントを取得する
。そして、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、その取得したユーザーの所持
ポイントが第１ポイント量（例えば、５ポイント）と第２ポイント量（例えば、１ポイン
ト）を合計したポイント量（例えば、６ポイント）以上であるか否かを判定する。
【００８８】
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　この判定の結果、第１ポイント量と第２ポイント量を合計したポイント量をユーザーが
所持していないと判定された場合には、上述したステップＳ１３の処理に進む。その一方
で、第１ポイント量と第２ポイント量を合計したポイント量をユーザーが所持していると
判定された場合には、次のステップＳ１８の処理に進む。
【００８９】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、第１ポイント量と第２ポイント
量を合計したポイント量をユーザーが所持していると判定された場合には、第２単発抽選
画面をクライアント端末１０に表示させるように表示制御部２０４に画面表示制御の実行
を要求する。
【００９０】
　サーバー装置２０の表示制御部２０４は、抽選ゲーム実行部２０１から画面表示制御の
実行を要求されると、ユーザー情報記憶部２２２が記憶するユーザー情報に基づいて、第
２単発抽選画面をクライアント端末１０の画面表示部１６０に表示させる制御を行なう（
ステップＳ１８）。
【００９１】
　図１０は、第２単発抽選画面の一例を示すイメージ図である。第２単発抽選画面では、
図７に示す第１単発抽選画面とは異なり、一括操作で行なうことで、上限数の引き上げと
キャラクターの付与を一度に要求することが可能となっている。そのため、単発抽選のプ
レイ前に、上限数の引き上げのみ要求するゲーム操作を行なう必要がなくなるので、操作
の手間を軽減できる。
【００９２】
　この第２単発抽選画面５５０には、詳細表示領域５５１と、メニュー画面に戻るための
操作ボタン５５２と、上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に要求する一括操作
を行なうための操作ボタン５５３が表示されている。詳細表示領域５５１には、抽選回数
（１回）、単発抽選のために消費される第１ポイント量（５ポイント）、上限数の引き上
げ数（５個）、上限数を引き上げるために消費される第２ポイント量（１ポイント）、所
持ポイント（２６ポイント）、付与後の所持数（１０３個）、上限数（１００個）が表示
される。
【００９３】
　上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に行なうことを希望しないユーザーは、
クライアント端末１０の画面表示部１６０に第２単発抽選画面５５０が表示されていると
きに、操作ボタン５５２を選択するゲーム操作をクライアント端末１０に対して行う。
【００９４】
　上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に行なうことを希望するユーザーは、ク
ライアント端末１０の画面表示部１６０に第２単発抽選画面５５０が表示されているとき
に、操作ボタン５５３を選択するゲーム操作をクライアント端末１０に対して行う。
【００９５】
　クライアント端末１０の操作受付部１５０は、ユーザーから上限数の引き上げとキャラ
クターの付与を一度に行なうための一括操作又は上限数の引き上げとキャラクターの付与
を一度に行なわないためのゲーム操作を受け付ける。クライアント端末１０の要求送信部
１０１は、操作受付部１５０がユーザーから受け付けた操作内容に基づき、サーバー装置
２０に要求を行う。
【００９６】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、クライアント端末１０から操作
内容を受け付け、上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に行なうための一括操作
を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ１９）。
【００９７】
　上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に行なうための一括操作が受け付けられ
た場合には、次のステップＳ２０の処理に進み、上限数の引き上げとキャラクターの付与
を一度に行なわないためのゲーム操作が受け付けられた場合には、この処理を終了してメ
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ニュー画面に戻る。
【００９８】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、上限数の引き上げとキャラクタ
ーの付与を一度に行なうための一括操作が受け付けられた場合には、単発抽選のみを行な
うために必要となる第１ポイント量と上限数の引き上げのみを行なうために必要となる第
２ポイント量を合計したポイント量を消費する（ステップＳ２０）。
【００９９】
　すなわち、抽選ゲーム実行部２０１は、クライアント端末１０から上限数の引き上げと
キャラクターの付与を一度に行なうための一括操作を受け付けた際に、ユーザー情報記憶
部２２２が記憶するユーザー情報を更新して、ユーザーが所持する所持ポイントを第１ポ
イント量（５ポイント）と第２ポイント量（１ポイント）を合計したポイント量分（６ポ
イント分）だけ消費させる。
【０１００】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、ユーザーが所持できるキャラク
ターの上限数を所定数だけ引き上げる（ステップＳ２１）。
【０１０１】
　本実施形態における抽選ゲーム実行部２０１は、上限数の引き上げのみを要求するため
のゲーム操作をユーザーから受け付ける度に、上限数を５個ずつ引き上げるようになって
いる。そのため、上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に行なうための一括操作
をユーザーから受け付けた場合にも、上限数を５個分だけ引き上げる。この際、ユーザー
情報記憶部２２２が記憶するユーザー情報の更新を行ない、引き上げ後の上限数を新たな
上限数として設定する。
【０１０２】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、ユーザーの所持ポイントを第１
ポイント量と第２ポイント量を合計したポイント量分だけ消費させると、抽選情報記憶部
２２３が記憶する抽選情報に設定された各キャラクターの抽選確率に基づいて、抽選対象
となる複数のキャラクターの中からいずれかのキャラクターを選出し、その抽選によって
選出されたキャラクターをユーザーに付与する（ステップＳ２２）。
【０１０３】
　この際、ユーザー情報記憶部２２２が記憶するユーザー情報に設定された所持キャラク
ターの更新を行なって、その抽選で選出されたキャラクターをユーザーの所持キャラクタ
ーとして設定する。
【０１０４】
　《連続抽選》
　図１１は、本実施形態における情報処理システム１の連続抽選に関する動作例を説明す
るフローチャートである。なお以下では、図１１に示すステップＳ３３～ステップＳ３６
の処理は、上述した図７に示すステップＳ１３～ステップＳ１６の処理とほぼ同じである
ため、説明を省略する。
【０１０５】
　ユーザーは、クライアント端末１０の画面表示部１６０にメニュー画面が表示されてい
るときに、連続抽選を開始するためのゲーム操作をクライアント端末１０に対して行なう
。
【０１０６】
　クライアント端末１０の要求送信部１０１は、操作受付部１５０がユーザーから受け付
けた操作内容に基づき、サーバー装置２０に連続抽選ゲーム処理の実行を要求する。
【０１０７】
　このようにしてメニュー画面にてユーザーのゲーム操作が行われると、クライアント端
末１０の操作受付部１５０は、ユーザーのゲーム操作に基づく操作内容を受け付ける（ス
テップＳ３１）。
【０１０８】
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　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、クライアント端末１０から連続
抽選ゲーム処理の実行を要求されると、ユーザーにキャラクターが付与された後の所持数
が上限数を超えるか否かを判定する処理を行なう（ステップＳ３２）。
【０１０９】
　具体的には、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、ユーザー情報記憶部２２
２が記憶するユーザー情報から、そのユーザーに対応付けられたキャラクターの所持数と
上限数を取得する。そして、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、取得したキ
ャラクターの所持数に対しキャラクターの付与数である「１０」を足した付与後の所持数
が、取得したキャラクターの上限数を超えるか否かを判定する。
【０１１０】
　例えば、取得したキャラクターの所持数が「９４」であり、取得したキャラクターの上
限数が「１００」である場合には、連続抽選で付与されるキャラクターの個数は「１０」
であるため、付与後の所持数は「１０４」となる。
【０１１１】
　また例えば、取得したキャラクターの所持数が「９９」であり、取得したキャラクター
の上限数が「１００」である場合には、連続抽選で付与されるキャラクターの個数は「１
０」であるため、付与後の所持数は「１０９」となる。このため、付与後の所持数が上限
数を超えると判定されることになる。
【０１１２】
　この判定の結果、付与後の所持数が上限数を超えないと判定された場合には、ステップ
Ｓ３３の処理に進む。その一方で、付与後の所持数が上限数を超えると判定された場合に
は、ステップＳ３７の処理に進む。
【０１１３】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、付与後の所持数が上限数を超え
ると判定された場合には、連続抽選のみを行なうために必要となる第１ポイント量と上限
数の引き上げを繰り返した回数分の第２ポイント量とを合計したポイント量を、ユーザー
が所持しているか否かを判定する（ステップＳ３７）。
【０１１４】
　具体的には、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、ユーザー情報記憶部２２
２が記憶するユーザー情報から、そのユーザーに対応付けられた所持ポイントを取得する
。そして、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、その取得したユーザーの所持
ポイントが第１ポイント量と上限数の引き上げを繰り返した回数分の第２ポイント量を合
計したポイント量以上であるか否かを判定する。
【０１１５】
　例えば、キャラクターの所持数が「９４」であり、キャラクターの上限数が「１００」
である場合に、連続抽選で付与されるキャラクターの個数は「１０」であるため、付与後
の所持数は「１０４」となる。本実施形態では、引き上げ後の上限数が付与後の所持数を
超えるまで所定数ずつ（５個ずつ）の引き上げを繰り返し行なう。この場合には、１回の
引き上げによって引き上げ後の上限数が「１０５」となるので、付与後の所持数である「
１０４」を超える。そのため、連続抽選のための第１ポイント量（例えば、５ポイント×
１０回分＝５０ポイント）と上限数の引き上げを繰り返した回数分の第２ポイント量（１
ポイント×１回分＝１ポイント）を合計したポイント量（５１ポイント）をユーザーが所
持しているか否かが判定される。
【０１１６】
　また例えば、キャラクターの所持数が「９９」であり、キャラクターの上限数が「１０
０」である場合に、連続抽選で付与されるキャラクターの個数は「１０」であるため、付
与後の所持数は「１０９」となる。本実施形態では、引き上げ後の上限数が付与後の所持
数を超えるまで所定数ずつ（５個ずつ）の引き上げを繰り返し行なう。この場合には、２
回の引き上げによって引き上げ後の上限数が「１１０」となるので、付与後の所持数であ
る「１０９」を超える。そのため、連続抽選のための第１ポイント量（例えば、５ポイン
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ト×１０回分＝５０ポイント）と上限数の引き上げを繰り返した回数分の第２ポイント量
（１ポイント×２回分＝２ポイント）を合計したポイント量（５２ポイント）をユーザー
が所持しているか否かが判定される。
【０１１７】
　この判定の結果、第１ポイント量と上限数の引き上げを繰り返した回数分の第２ポイン
ト量とを合計したポイント量をユーザーが所持していないと判定された場合には、ステッ
プＳ３３の処理に進む。その一方で、第１ポイント量と上限数の引き上げを繰り返した回
数分の第２ポイント量とを合計したポイント量をユーザーが所持していると判定された場
合には、次のステップＳ３８の処理に進む。
【０１１８】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、第１ポイント量と上限数の引き
上げを繰り返した回数分の第２ポイント量とを合計したポイント量をユーザーが所持して
いると判定された場合には、第２連続抽選画面をクライアント端末１０に表示させるよう
に表示制御部２０４に画面表示制御の実行を要求する。
【０１１９】
　サーバー装置２０の表示制御部２０４は、抽選ゲーム実行部２０１から画面表示制御の
実行を要求されると、ユーザー情報記憶部２２２が記憶するユーザー情報に基づいて、第
２連続抽選画面をクライアント端末１０の画面表示部１６０に表示させる制御を行なう（
ステップＳ１８）。
【０１２０】
　図１２は、第２連続抽選画面の一例を示すイメージ図である。第２連続抽選画面では、
不図示の第１連続抽選画面とは異なり、一括操作で行なうことで、上限数の引き上げとキ
ャラクターの付与を一度に要求することが可能となっている。そのため、連続抽選のプレ
イ前に、上限数の引き上げのみ要求するゲーム操作を行なう必要がなくなるので、操作の
手間を軽減できる。
【０１２１】
　この第２連続抽選画面６００には、詳細表示領域６０１と、メニュー画面に戻るための
操作ボタン６０２と、上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に要求する一括操作
を行なうための操作ボタン６０３が表示されている。詳細表示領域６０１には、抽選回数
（１０回）、連続抽選のために消費される第１ポイント量（５０ポイント）、上限数の引
き上げ数（５個）、上限数を引き上げるために消費される第２ポイント量（１ポイント）
、所持ポイント（６５ポイント）、付与後の所持数（１０４個）、上限数（１００個）が
表示される。
【０１２２】
　図１３は、第２連続抽選画面の他の例を示すイメージ図である。この第２連続抽選画面
６５０には、図１２に示す第２連続抽選画面６００と同様に、詳細表示領域６５１と、操
作ボタン６５２と、一括操作を行なうための操作ボタン６５３が表示されている。詳細表
示領域６５１には、抽選回数（１０回）、連続抽選のために消費される第１ポイント量（
５０ポイント）、上限数の引き上げ数（１０個）、上限数を引き上げるために消費される
第２ポイント量（２ポイント）、所持ポイント（６５ポイント）、付与後の所持数（１０
９個）、上限数（１００個）が表示される。
【０１２３】
　上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に行なうことを希望しないユーザーは、
クライアント端末１０の画面表示部１６０に第２連続抽選画面６００、６５０が表示され
ているときに、操作ボタン６０２、６５２を選択するゲーム操作をクライアント端末１０
に対して行う。
【０１２４】
　上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に行なうことを希望するユーザーは、ク
ライアント端末１０の画面表示部１６０に第２連続抽選画面６００、６５０が表示されて
いるときに、操作ボタン６０３、６５３を選択するゲーム操作をクライアント端末１０に
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対して行う。
【０１２５】
　クライアント端末１０の操作受付部１５０は、ユーザーから上限数の引き上げとキャラ
クターの付与を一度に行なうための一括操作又は上限数の引き上げとキャラクターの付与
を一度に行なわないためのゲーム操作を受け付ける。クライアント端末１０の要求送信部
１０１は、操作受付部１５０がユーザーから受け付けた操作内容に基づき、サーバー装置
２０に要求を行う。
【０１２６】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、クライアント端末１０から操作
内容を受け付け、上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に行なうための一括操作
を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ３９）。
【０１２７】
　上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に行なうための一括操作が受け付けられ
た場合には、次のステップＳ４０の処理に進み、上限数の引き上げとキャラクターの付与
を一度に行なわないためのゲーム操作が受け付けられた場合には、この処理を終了してメ
ニュー画面に戻る。
【０１２８】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、上限数の引き上げとキャラクタ
ーの付与を一度に行なうための一括操作が受け付けられた場合には、連続抽選のみを行な
うために必要となる第１ポイント量と上限数の引き上げを繰り返した回数分の第２ポイン
ト量を合計したポイント量を消費する（ステップＳ４０）。
【０１２９】
　すなわち、抽選ゲーム実行部２０１は、クライアント端末１０から上限数の引き上げと
キャラクターの付与を一度に行なうための一括操作を受け付けた際に、ユーザー情報記憶
部２２２が記憶するユーザー情報を更新して、ユーザーが所持する所持ポイントを第１ポ
イント量と上限数の引き上げを繰り返した回数分の第２ポイント量を合計したポイント量
分だけ消費させる。
【０１３０】
　例えば、図１２に示す第２連続抽選画面６００において一括操作が行われた場合には、
連続抽選のための第１ポイント量（５ポイント×１０回分＝５０ポイント）と上限数の引
き上げを繰り返した回数分の第２ポイント量（１ポイント×１回分＝１ポイント）を合計
したポイント量（５１ポイント）分だけ消費させる。
【０１３１】
　また例えば、図１３に示す第２連続抽選画面６５０において一括操作が行われた場合に
は、連続抽選のための第１ポイント量（５ポイント×１０回分＝５０ポイント）と上限数
の引き上げを繰り返した回数分の第２ポイント量（１ポイント×２回分＝２ポイント）を
合計したポイント量（５２ポイント）分だけ消費させる。
【０１３２】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、ユーザーが所持できるキャラク
ターの上限数を所定数だけ引き上げる（ステップＳ４１）。
【０１３３】
　本実施形態における抽選ゲーム実行部２０１は、上限数の引き上げのみを要求するため
のゲーム操作をユーザーから受け付ける度に、上限数を５個ずつ引き上げるようになって
いる。そのため、上限数の引き上げとキャラクターの付与を一度に行なうための一括操作
をユーザーから受け付けた場合に、引き上げ後の上限数が付与後の所持数を超えるまで５
個ずつの引き上げを繰り返し行なう。
【０１３４】
　例えば、図１２に示す第２連続抽選画面６００において一括操作が行われた場合には、
付与後の所持数を超えるまで上限数の引き上げを１回分繰り返せばよいので、上限数を５
個分だけ引き上げる。
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【０１３５】
　また例えば、図１３に示す第２連続抽選画面６５０において一括操作が行われた場合に
は、付与後の所持数を超えるまで上限数の引き上げを２回分繰り返せばよいので、上限数
を１０個分だけ引き上げる。この際、ユーザー情報記憶部２２２が記憶するユーザー情報
の更新を行ない、引き上げ後の上限数を新たな上限数として設定する。
【０１３６】
　次に、サーバー装置２０の抽選ゲーム実行部２０１は、ユーザーの所持ポイントを第１
ポイント量と上限数の引き上げを繰り返した回数分の第２ポイント量を合計したポイント
量分だけ消費させると、抽選情報記憶部２２３が記憶する抽選情報に設定された各キャラ
クターの抽選確率に基づいて、抽選対象となる複数のキャラクターの中からいずれかのキ
ャラクターを選出し、その抽選によって選出されたキャラクターをユーザーに付与する（
ステップＳ４２）。
【０１３７】
　この際、ユーザー情報記憶部２２２が記憶するユーザー情報に設定された所持キャラク
ターの更新を行なって、その抽選で選出されたキャラクターをユーザーの所持キャラクタ
ーとして設定する。
【０１３８】
＜まとめ＞
　以上のとおり、本実施形態に係る情報処理システム１によれば、上限数の引き上げとキ
ャラクターの付与を一度に行なうための一括操作を行なうだけで、必要ポイントが消費さ
れ、上限数を引き上げと抽選によるキャラクターの付与とが同時に行われることになる。
これにより、抽選ゲームのプレイ前にやるべきゲーム操作を省くことができるので、キャ
ラクターの所持数が上限数を超えても効率良く抽選ゲームをプレイできるようになる。
【０１３９】
［その他の実施形態］
　前述の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解
釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得
ると共に、本発明にはその等価物も含まれる。特に、以下に述べる実施形態であっても、
本発明に含まれるものである。
【０１４０】
＜必要ポイント＞
　前述の実施形態では、上限数の引き上げと単発抽選によるキャラクターの付与を一度に
行なうための一括操作を行なうための必要ポイントとして、単発抽選のみのための第１ポ
イント量と上限数の引き上げのみのための第２ポイント量を合計したポイント量を用いる
場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
【０１４１】
　例えば、一括操作を行なうための必要ポイントとして、第１ポイント量と第２ポイント
量を合計したポイント量よりも少ないポイント量を用いてもよい。これにより、少ないポ
イント量の消費で済むため、積極的に一括操作を行なうようになる。
【０１４２】
　また前述の実施形態では、上限数の引き上げと連続抽選によるキャラクターの付与を一
度に行なうための一括操作を行なうための必要ポイントとして、連続抽選のみのための第
１ポイント量と上限数の引き上げを繰り返した回数分の第２ポイント量を合計したポイン
ト量を用いる場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
【０１４３】
　例えば、一括操作を行なうための必要ポイントとして、第１ポイント量と上限数の引き
上げを繰り返した回数分の第２ポイント量を合計したポイント量よりも少ないポイント量
を用いてもよい。これにより、少ないポイント量の消費で済むため、積極的に一括操作を
行なうようになる。
【０１４４】
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＜抽選ゲーム＞
　前述の実施形態では、単発抽選、連続抽選、及び上限数の引き上げの際に、所持ポイン
トを消費させずにプレイさせてもよい。
【０１４５】
　また、前述の実施形態では、抽選ゲームの実行時に上限数の引き上げが行える（一括操
作ができる）ことについて説明したが、このタイミング以外で一括操作が行えることとし
てもよい。例えば、クエスト中やクエスト終了時、プレゼントメールの受信等によって、
一又は複数のキャラクターが付与されるタイミングで、上限数の引き上げができるように
してもよい。このとき、ユーザーは、キャラクターの受け取りと上限数の引き上げとを一
括操作で行える。
【０１４６】
＜コンテンツ＞
　前述の実施形態では、キャラクター情報に設定されたキャラクターをコンテンツとして
説明したが、コンテンツはこれに限られるものではない。例えば、コンテンツは、アイテ
ム、カード、フィギュア、アバター等でもよい。
【符号の説明】
【０１４７】
　１　情報処理システム
１０　クライアント端末
２０　サーバー装置
５０　コンピューター
５１　ＣＰＵ
５２　ＲＡＭ
５３　ＲＯＭ
５４　通信インタフェース
５５　入力装置
５６　表示装置
５７　外部インタフェース
５８　ＨＤＤ
１００　クライアント制御部
１０１　要求送信部
１０２　応答受信部
１２０　クライアント記憶部
１４０　クライアント通信部
１５０　操作受付部
１６０　画面表示部
２００　サーバー制御部
２０１　抽選ゲーム実行部
２０２　合成部
２０３　売却部
２０４　表示制御部
２２０　サーバー記憶部
２２１　キャラクター情報記憶部
２２２　ユーザー情報記憶部
２２３　抽選情報記憶部
２４０　サーバー通信部
Ｂ　バスライン
Ｎ　ネットワーク
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